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０２．９１  

 

国の特許出願における代理権を証明する

書面の省略について  

 

 

国の特許出願等において、法令上特許を受ける権利等の管理処分権を有する各

省庁の長（分掌権限のある部局等の長を含む。）が、法令等の規定に基づいて出

願等の手続の代理権を包括的にその下部機関に与えた場合であって、当該代理権

を与えた各省庁の長から特許庁長官に宛てて文書をもってその旨の届出があった

ときは、以後代理権を証明する書面（委任状については、その写しを含む。以下

同じ。）の提出（特施規４条の３ ※ 1）を省略することができる。  

 

（説明）  

特許法施行規則第４条の３ ※ 1では、出願人にとって不利益となる手続及び出願

人の意思に反する手続が予想される場合にのみ、代理権を証明することとしてい

るが、国の行政機関から文書による「法令等の規定に基づき包括的な代理権を授

与した」旨の通知があれば、出願人の不利益な手続及び意思に反する手続につい

ての代理権は、極めて明確であり、以後、代理権を授与された下部機関が個別の

出願について代理権を証明する書面の提出を省略できることとしても、同規則第

４条の３の規定の趣旨に反するものではない。  

 

（改訂令和４・１０）  

 

 

 

 

 
※ 1  特施規４条の３：実施規２３条１項、意施規１９条１項、商施規２２条１項におい

て準用  


